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社会資本整備審議会河川分科会 

河川整備基本方針検討小委員会（第１３０回） 

 

令和５年１０月２０日 

 

出席者(敬称略) 

委 員 長 小池 俊雄 

委  員 秋田 典子 

委  員 阿部 守一 

委  員 大村 秀章 

委  員 川勝 平太 

委  員 阪本 真由美 

委  員 里深 好文 

委  員 清水 義彦 

委  員 杉本 達治 

委  員 角 哲也 

委  員 髙村 典子 

委  員 立川 康人 

委  員 辻本 哲郎 

委  員 戸田 祐嗣 

委  員 中北 英一 

委  員 中村 公人 

委  員 古田 肇 

委  員 森 誠一 

 

発言者 内容 

【事務局】 それでは、定刻になりましたので、社会資本整備審議会河川分

科会第１３０回河川整備基本方針検討小委員会を開催させてい

ただきます。 

本日の進行を務めさせていただきます国土交通省河川計画課

長、森本でございます。よろしくお願いいたします。 

本日の会議でございますが、公開にて行います。報道関係者及

び一般の方は、この会議の様子を別回線のウェブ上で傍聴いただ

いております。 

まず、委員の御紹介でございます。今回から審議となります九

頭竜川水系につきまして、当該水系に関する知見や地域に精通し

た委員及び指定区間を管理する県知事として御参加いただく委

員を御紹介させていただきます。 
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発言者 内容 

水系に精通した委員といたしまして、京都大学防災研究所附属

水資源環境研究センター教授の角哲也委員でございます。 

【角委員】 角でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】 続きまして、関係県である委員の御紹介でございます。 

福井県知事の杉本達治委員でございますが、本日は代理で福井

県土木部長、田中秀樹様に御出席いただいております。 

【杉本委員代理（田中）】 福井県土木部長の田中でございます。本来ならば杉本知事が参

加させていただくところではございますが、本日は公務の都合に

より出席がかなわず、私が代わりに参加させていただいておりま

す。 

本日は、九頭竜川水系の河川整備基本方針の変更につきまして

御審議いただきますこと、心より感謝申し上げます。今後、地球

温暖化や気候変動の影響により、ますます激甚化・頻発化する豪

雨災害に対して、流域内に生活される県民の皆様が安全・安心に

暮らせるような基本方針となりますよう、本日の御審議をどうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

【事務局】 ありがとうございます。 

続きまして、岐阜県知事、古田肇委員でございますが、本日は

代理で岐阜県県土整備部河川課技術課長補佐、塩谷晃久様に御出

席いただいております。 

【古田委員代理（塩谷）】 岐阜県河川課の塩谷と申します。古田知事の代理で出席させて

いただいております。 

岐阜県は九頭竜川流域の上流のほうにございまして、直接的な

影響はあまりございませんけれども、気候変動に適応した基本方

針の変更ということで、県としても初めてのことですので、いろ

いろ注視したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】 ありがとうございました。 

続きまして、本日御欠席の委員でございますが、中村太士委員

につきましては、御都合により御欠席となってございます。 

以上、１９名中１８名の委員に御出席いただいておりますの

で、社会資本整備審議会の規則に基づきまして、求められる委員

の総数以上の出席がございますので、本委員会が成立しておりま

すことを御報告させていただきます。また、国土交通省より、水

管理・国土保全局長、次長、その他関係課室長が出席してござい

ます。 

それでは、まず、廣瀬水管理・国土保全局長より挨拶申し上げ

ます。 
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発言者 内容 

【廣瀬局長】 小池委員長はじめ、委員の皆様方、こちらで、あるいはウェブ

で参加いただきまして、誠にありがとうございます。 

今日、東京は異常に暑くて、上着を着るのも苦痛なぐらいの雰

囲気の暑さですが、振り返ってみますと、今年は非常に暑い夏で

ございました。一方で、台風の接近は多かったんですが、直接、

本土に上陸したのは７号だけだったと思います。５月末といいま

すか、６月上旬の台風２号に起因する雨から始まりまして、６月、

７月といろいろなところで被害がありました。最後に９月に台風

１３号で千葉・茨城・福島の海に流れ込む中小河川を中心に被害

があったと承知しております。一方で、九州のほうも被害がござ

いましたけれども、２９年に土砂・洪水氾濫という言葉が象徴的

になった赤谷川でございますが、これは権限代行で河川区間を国

交省が、それから上流は直轄砂防事業で同じく国交省が、下流と

上流一帯で整備をしていたのがぎりぎり間に合いまして、今回の

７月の豪雨では安全に洪水を流せたと聞いてございますし、私も

実は現地に行ったんですけど、流木を止める施設を川沿いに設置

して、そこも機能を発揮したというようなことが確認できまし

た。一方で、台風１３号で被害があったんですけども、一宮川と

いう千葉県が管理されている川なんですが、特定都市河川の指定

もやっていただいて、さらに激特といいますか、緊急改修を進め

ていたんですけれども、残念ながらまたの豪雨に見舞われてしま

ったということがありました。しっかり整備をすることの必要性

と、やはり災害は待ってくれないといいますか、リターンピリオ

ド的にいうとまた来るというのがリセットされていることを何

となく強く思った気がいたします。そういう意味では、先生方に

御議論いただいているこの基本方針の見直しをしっかり進めて、

それに基づく河川整備計画を早急に立てて、整備を加速化する。

今、それは流域治水プロジェクト２.０ということで、今度は整

備計画の加速化と、それから多様なメニューをやるというという

ことで進化をさせるということ、２つを旗頭に、この概算要求を

進めさせていただいているところでございます。 

本日は、天竜川と、それから九頭竜川の御審議をいただきます。

天竜川につきましては、辻本名古屋大学名誉教授に引き続き御指

導いただいていると思いますし、静岡県・愛知県・長野県からも

参加をいただいております。今、話がありました九頭竜川につき

ましては、角教授あるいは岐阜県・福井県から参加いただいてい

ると承知しておりまして、改めて御礼を申し上げたいと思いま

す。九頭竜川、平成１６年に足羽川が決壊いたしまして、桜をど
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発言者 内容 

うするんだという話も含めて、福井県、非常に御苦労されて整備

されたこと、非常に、ある意味、懐かしく思いますし、いろいろ

な仕組みをつくろうとした１６年の災害からは大きな被害はな

かったんですけども、令和３年、４年と上流部の支川で被害が発

生していると承知をしております。そのようなことも含めて、今

回、九頭竜川を審議させていただくに至ったんだと思っていると

ころでございます。 

いずれにいたしましても、委員長をはじめ、委員の先生方に御

指導いただいて、早急に基本方針をしっかり見直していきたいと

思いますので、引き続き忌憚のない御意見を頂戴し、いい基本方

針ができますように、闊達な御意見をいただければと思います。 

本日もよろしくお願いいたします。 

【事務局】 続きまして、小池委員長より御挨拶をお願いいたします。 

【小池委員長】 小委員長を務めております小池でございます。どうぞよろしく

お願いします。 

今回、九頭竜川の１回目。天竜川は２回目でありまして、天竜

川は、諏訪湖から流れ出た後、伊那市、駒ヶ根市、飯田市と、盆

地と狭窄部を連なって、そして峡谷を経て遠州灘に流れ出ます。

その本川に三峰川とか小渋川とか、超急流河川が串刺しのように

入っている河川です。御存じのように、糸魚川静岡構造線の中央

構造線が流域を縦断するという、土砂生産が高く、土砂災害の大

きい川でございます。九頭竜川は、日本の川で少しユニークなん

ですけども、福井平野という大きな平野に急流河川である九頭竜

川本川が串刺しして、その支川である日野川は、比較的緩流河川。

そこに周辺に福井の市街地が広がっており、先ほど局長からお話

がありました足羽川の災害が起こっているわけです。両河川は、

盆地や平地という平な地形に急流河川が串刺しする河川という

共通点があります。またいずれも大きなダムを擁しており、ダム

を効果的に使いながら貯留を高めつつ、気候の変化で増加する基

本高水を河道と貯留でどう分配するかということが共通の課題

となります。先ほども申しましたように、天竜川は日本で最も総

合土砂管理に関する研究とか開発が進んできたところでござい

ます。そういう中で、総合土砂管理という側面に加えて、洪水・

土砂災害の対応をどう考えるかというようなことが大きな課題

になろうかと思います。一方、九頭竜川の支川の日野川のほうは、

過去、非常に大規模な引堤をやってきており、これはある意味で

先見の明があったと思いますが、その引堤をいかにうまく使いつ

つ、貯留も見込んで配分を決めるかというのが論点かなと思って
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発言者 内容 

おります。両方とも「竜」という字がつくんですね。竜というの

は、日本ではなくて、これは中国から来た信仰、神話でございま

して、弥生時代に来たと考えられています。御存じのように、水

の神様で、それが暴れるというような形で多分九頭竜川とか天竜

川という名前がつけられているんだと思いますが、一方で、「竜

の水を得たるがごとく」という言葉がありますうに、非常に活躍

するんですね。竜が水を得ると、生き生きとしていくわけです。

ですから、私ども、流域治水ということで、災害に対するレジリ

エンスを高めるということと同時に、サステナブルな開発をどん

どん進めていきたいということを考えているわけで、その竜の水

を得たるがごとくの計画をぜひつくりたいなと思います。 

私事で恐縮なんですが、インドネシアで来年５月に第１０回目

の世界水フォーラムが開催される予定ですが、私は水災害関係の

テーマの取りまとめをやらせていただいております。水災害の関

係というと洪水と渇水と気候の変化がありますので、そういうも

のを取りまとめておりますと、水災害を担当される皆さまは、や

っぱり連携しないといけないとお考えになっておられます。一

方、水災害のほかに、水の利用とか、水と環境とか、ガバナンス

とか、教育というテーマがあるのですが、なかなか水災害と水の

利用とか環境とかと一緒に考える雰囲気がまだできていないん

ですね。これらのテーマ間の議論をしましょうとご提案しまして

も、まだ乗り切れていないという感じがします。実は今日は、中

国から帰ってきたところですが、中国で都市水害のフォーラムが

ございまして、そこで話をする機会がありました。そのフォーラ

ムは中国の都市部局の主催なんです。そこに、水管理・国土保全

局と同じような役割を担う水利部のお役人も来てお話になるの

ですが、都市部局の方々のお話とかなりのギャップがあるんです

ね。日本のように、立地適正化計画と流域治水の計画をうまく調

整しようとか、不動産の販売のときに重要事項として水害リスク

を説明することになっていると紹介しますと、目を点にするよう

な感じでございました。その後、北京に参りまして、中国では水

利水電科学研究院という、発電と水の利用、水災害を一緒に研究

する研究所があるのですが、同じ研究所ながら、水力発電と水の

利用、水の災害防止のセクター間の協力があるようには見受けら

れませんでした。日本では、水の利用者と治水関係が協力してダ

ムの事前放流する体制を今つくってきているという話をすると、

やっぱり目が点になるんですね。何を申し上げたいかというと、

私たちはいろいろな災害に遭っているがゆえに、進めなくてはな
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発言者 内容 

らないのですが、恐らく世界のトップランナーにいるように思い

ます。国際的には、こういう領域に到達されていないのではない

かと思います。そういう中で、この基本方針の議論をさせていた

だきながら、毎回リビングドキュメントを積み重ねながら、恐ら

くフロンティアを切り拓いていっているんだと思います、こうい

う成果を国際的な協力を通して世界の皆さんと共有していけれ

ばありがたいなと思っております。直近でそういう経験をしてき

たものですから、プラスアルファでお話をさせていただきまし

た。 

それでは、私の挨拶は以上とさせていただきます。 

【事務局】 ありがとうございました。 

それでは、議事に移らせていただきたいと思います。以後の進

行につきまして、小池委員長、よろしくお願いいたします。 

【小池委員長】 それでは、本日の議事に入ります。 

進め方でございますが、まず、資料１を御説明いただいて、そ

して議論させていただき、その後、資料２を説明していただくと

いうことにしたいと思います。 

それでは、事務局から御説明をお願いします。 

【事務局】 事務局の河川計画調整室長の石川です。 

それでは、資料１－１、天竜川水系河川整備基本方針の変更に

ついて御説明いたします。こちらの資料ですが、前回の小委員会

で一通り御説明をさせていただいております。ただ、時間がない

中、駆け足で御説明させていただいておりますので、基本高水の

ピーク流量や計画高水流量に関するポイントとなる部分につい

て改めて説明させていただきまして、さらに、前回の委員会もし

くは委員会の後に個別にいただいた御指摘を踏まえた主な修正

箇所について御説明させていただきます。 

それでは、資料、流域の概要の７ページを御覧ください。資料

の修正になりますが、動植物の生息・生育・繁殖環境についての

説明資料になります。前回の委員会の後に、森先生から個別に御

指摘をいただきました。諏訪湖に生息するワカサギについて記載

しているんですけども、水産業的には価値があるものの、外来種

ということですので、その点をしっかり明記するということで、

欄外の※１として「国内移入種だが水産資源として重要な魚類」

という記載を追記しております。また、サツキマス、アマゴに関

する記載についても、修正させていただいております。 

続いて、飛びまして、基本高水のピーク流量の検討について、

ポイントの部分になりますが、説明をさせていただきます。 
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２１ページを御覧いただければと思います。天竜川では基準地

点を、上流の天竜峡、下流の鹿島の２点を設定しております。そ

の２点の計画対象降雨の継続時間についてですが、上流の天竜峡

については、現行の基本方針の２日から見直しを行い、２４時間

で設定することとしました。次の２２ページでは、下流の鹿島に

ついて説明しております。こちらについては、４８時間で設定す

ることとしております。 

続いて、２３ページを御覧ください。上流の天竜峡の計画規模

については、１００分の１を踏襲し、１.１倍の降雨量変化倍率

を乗じた計画対象降雨量は、２４時間で２３１ミリとしておりま

す。次の２４ページが鹿島地点になります。鹿島地点については、

計画規模１５０分の１を踏襲しまして、計画対象降雨の降雨量に

ついては、４８時間雨量で３９２ミリということで設定しており

ます。 

続いて、２５ページを御覧ください。主要洪水波形群の設定で

す。まず、天竜峡地点について、主要洪水の降雨波形により流出

計算を実施したところ、昭和３４年８月洪水の５,８８３㎥／ｓ

が最大となっております。次の２６ページが鹿島地点になります

けども、こちらについても同様に検討を行いまして、昭和５８年

９月の１万９,８２７㎥／ｓが最大となりました。 

そして、資料、飛んでいただいて、２９ページを御覧ください。

主要洪水群に不足する降雨パターンの確認ということで、２９ペ

ージは天竜峡地点についての説明になりますが、アンサンブル予

測降雨で確認されたクラスター２（諏訪湖流域多雨型）、クラス

ター５（諏訪湖流域・南アルプス域多雨型）が、過去の主要な洪

水では確認されていないことから、参考波形として活用すること

とします。この点について、前回の説明資料ではその旨記載がで

きておりませんでしたので、今回、その点を修正しております。 

３０ページについては、修正と書いておりますけども、表記方

法等の変更で、内容には変更はございません。 

３１ページを御覧ください。総合的判断ということで、天竜峡

地点につきましては、現行の基本高水のピーク流量５,７００㎥

／ｓに対しまして、先ほど申し上げた雨量データによる確率から

の検討で算定した最大流量５,８８３㎥／ｓを、８３㎥／ｓを丸

めて、５,９００㎥／ｓとすることとしております。次の３２ペ

ージになりますが、こちら、下流の鹿島地点になります。現行の

基本高水のピーク流量１万９,０００㎥／ｓに対しまして、雨量

データによる確率からの検討で算定した１万９,８２７㎥／ｓ、
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発言者 内容 

これを丸めて、１万９,９００㎥／ｓということで設定すること

としました。 

続いて、計画高水流量の検討について、ポイントの部分のみ御

説明をさせていただきます。 

資料、飛んでいただきまして、３７ページを御覧ください。下

流、鹿島地点の河道配分の検討についてになります。現行の計画

では、河道配分流量は１万５,０００㎥／ｓとなっていました。

今回、基本高水のピーク流量が増大することを踏まえまして、河

道の流下能力増大の可能性について検討を行いました。鹿島地点

には、下の左に示すように、河道掘削に当たっては、アユの産卵

場等の河川環境への配慮が必要です。前回お示しした資料では、

産卵場となる瀬を保全するために平水位を踏まえた掘削として

いましたが、平水位と決めてしまうのはどうかという中村太士先

生からの御指摘も踏まえまして、上下流一律で画一的な河道形状

を避けるなど工夫を行い、掘削後もモニタリングを踏まえた順応

的な対応を行うと修正させていただいております。また、真ん中

ですが、洪水による侵食から堤防を防護するため、過去の被災実

態等も踏まえた必要高水敷幅６０メートルを確保することとし

ます。さらに、下流部の高水敷の約３割が公園、グラウンド等で

利用されていることから、現状の利用形態に影響がない範囲での

高水敷掘削にとどめることとします。以上を踏まえて、具体的な

河道掘削についての可能性について検討したのが３９ページに

なります。こちらの航空写真で示しますのは、天竜川の１０キロ

から１１キロ付近、上流側が東名高速道路の橋梁、下流側が国道

１号の橋梁になります。先ほど説明した考え方を踏まえまして検

討したところ、高水敷の一部掘削が可能であると判断しました。

これによりまして、河道配分流量１万５,０００㎥／ｓから１万

５,５００㎥／ｓに配分流量の増大が可能であると考えておりま

す。 

続いて、資料、１ページ戻っていただきまして、３８ページを

御覧ください。３８ページは、上流の天竜峡地点の河道配分流量

の増大の可能性の検討について示した資料になります。こちら、

写真に示すように、国指定史跡名勝天然記念物の名勝・天龍峡に

指定されていることから、河道掘削が困難であると考えておりま

す。このため、現行計画の河道配分流量４,５００㎥／ｓを踏襲

することといたします。 

続いて、４２ページを御覧ください。洪水調節に関する検討に

ついて、既存ダム等の最大限の活用可能性について御説明いたし
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発言者 内容 

ます。天竜川水系では、利水ダム等１５のダムで、事前放流に関

する治水協定を締結し、事前放流を実施することとしておりま

す。 

４３ページ、４４ページに、事前放流により確保可能な容量を

活用した洪水調節について、天竜峡地点、鹿島地点での検討結果

を示しております。事前放流では、特にダム直下流で水位低減効

果を発現しますが、幾つかの洪水では、基準地点にも低減効果が

あることを確認しております。 

続いて、４５ページになります。今御説明した事前放流による

確保可能な容量の活用なども踏まえて、貯留・遊水機能の確保に

ついて検討を行ったところ、上流部については、既存ダム等の有

効活用、新たな洪水調節機能の確保に加え、上流部の氾濫原とな

っている区間において、遊水池等による遊水機能の確保が可能で

あることを確認しました。また、中流部については、既存ダムの

有効活用、新たな洪水調整施設の確保が可能であることを確認し

ました。これらの貯留・水機能の確保等により、天竜峡地点につ

いては、基本高水のピーク流量５,９００㎥／ｓに対し、１,４０

０㎥／ｓの洪水調節を行い、河道配分流量、先ほど御説明した４,

５００㎥／ｓまでの低減が可能であると考えております。また、

下流の鹿島地点についても、基本高水のピーク流量１万９,９０

０㎥／ｓに対し、４,４００㎥／ｓの洪水調節を行い、先ほど御

説明した河道配分流量１万５,５００㎥／ｓまでの低減が可能で

あると考えております。 

以上を踏まえまして、４６ページになります。先ほど御説明し

たとおり、基本高水のピーク流量については、天竜峡５,７００

から５,９００に、河道配分流量については４,５００を踏襲する

一方で、洪水調節流量については１,２００㎥／ｓから１,４００

㎥／ｓに増大させます。下流の鹿島地点については、基本高水の

ピーク流量について１万９,０００㎥／ｓから１万９,９００㎥

／ｓに、河道配分流量は１万５,０００㎥／ｓから１万５,５００

㎥／ｓに、洪水調節流量については４,０００㎥／ｓから４,４０

０㎥／ｓに増大させます。なお、今回の資料で、右下の計画高水

流量図の変更（案）のところにオレンジ色の記載で追記させてい

ただきました。計画高水流量図について、上流部の支川からの合

流量は、ボリューム的に本川の影響があるため、現行計画におい

ても数値を記載しております。今回の変更により、どこで流量が

増大して貯留・遊水機能の確保を新たに見込んでいるのか、この

流量図だけでは分からないことから、少し補足説明を加えまし
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発言者 内容 

た。上流部の諏訪湖、支川の太田切川については、今回の変更に

おいて、流量の増加はなく、新たに洪水調節機能の確保や遊水機

能の確保は見込んでいません。横川川については、流量は増加し

ますが、流域の地形等の状況から、さらなる貯留・遊水機能の確

保は難しいと判断し、増加した流量１００㎥／ｓをそのままプラ

スして、配分流量６００㎥／ｓから７００㎥／ｓに変更しており

ます。三峰川については、次のページで御説明いたします。小渋

川については、既存の小渋ダムの有効活用により、現在と同じ配

分流量４００㎥／ｓとしております。 

続いて、４７ページを御覧ください。三峰川の計画高水流量の

分析について、今回、資料を追加させていただきましたので、説

明いたします。三峰川の河道配分流量は、現行の基本方針の７０

０㎥／ｓから、今回、１,７００㎥／ｓに大幅に増えております

ので、配分流量の設定の考え方をここで詳しく説明させていただ

きます。現行の基本方針では、左に示す１８洪水のうち、４洪水

を棄却、１４洪水で検討しております。この中で三峰川の計画高

水流量が最も大きくなるのは昭和４７年７月洪水であり、６９４

㎥／ｓ、これを丸めて７００㎥／ｓとしています。一方、右側に

なりますが、今回の変更では、２５洪水のうち、１０洪水を棄却

し、１５洪水で検討しております。この中で三峰川の計画高水流

量が最も大きくなるのが、天竜峡地点の基本高水ピーク流量を決

定した洪水と同じ昭和３４年８月洪水であり、１,６６１㎥／ｓ、

これを丸めて、１,７００㎥／ｓとしています。なぜこれだけ流

量に違いがあるのかということについて、現行の基本方針と今回

変更のそれぞれの主要洪水について、降雨の空間分布をクラスタ

ー分析の際に用いた分類で整理してみました。表のクラスター分

類というところを御覧いただければと思います。その結果、現行

の基本方針の昭和４７年７月洪水は、クラスター６ということ

で、諏訪湖流域・中央アルプス域多雨型である一方、今回の基本

方針では、クラスター３ということで、南アルプス域多雨型、ち

ょうど三峰川流域に強い降雨がもたらされる降雨パターンとな

っていました。では、現行の基本方針では、このクラスター３に

該当する洪水がどうなのか見ますと、３つございますが、２つは

棄却対象となっております。もう一つ、昭和３６年６月洪水とい

うのがございますが、これはクラスター３で同じ南アルプス域多

雨型と整理させていただいておりますが、詳細を確認したとこ

ろ、三峰川流域よりも南の小渋川流域で強い降雨となっていまし

た。結果として、現行の基本方針では、三峰川流域に強い降雨を



 

11 

 

発言者 内容 

もたらせる降雨波形が対象に含まれない形で検討し、計画高水流

量と設定したということになっております。今回の基本方針の変

更では、クラスター分析を用いた降雨の空間分布の分類を行った

分析を行うようになりましたが、それにより、想定され得る様々

な降雨パターンを考慮した分析がこのようにできるようになり

まして、今回のような設定ができるようになった、分析ができる

ようなったものと考えております。 

続いて、資料の主な修正箇所の説明をさせていただきます。 

５５ページ、河川環境・河川利用についてのところになります

けども、前回の小委員会の後に森先生から個別に御指摘いただい

た点を中心に、環境の部分、修正させていただいております。こ

のページでは、上の箱書きの１つ目の丸で、外来種の増加が懸念

されるとしていましたが、既にコクチバスが確認・増大している

ことから、在来種等への影響が懸念されるとの表現に修正をして

おります。 

続いて、５６ページ、こちらについては、上の箱書きの説明の

部分、少し表現を適正化させていただきました。 

そして、５７ページ、こちらについては、もともと赤字で書い

ていた部分もございましたので、修正箇所はマーカーを塗る形に

しております。修正の内容等については、流域の概要のところで

御説明した点が中心になっております。 

続いて、５８ページ、５９ページになりますが、環境の保全・

創出の方針という黄緑色の表のところの絶滅危惧種の表記につ

いて、記載を追加させていただいております。 

そして、６０ページ、外来種の対応についての説明になります

が、丸の４つ目で、外来種の生息・生育が確認され、在来種への

影響が懸念される場合は関係機関等と連携し、適切な対応を行う

と前回の小委員会で記載しておりましたが、委員会での髙村先生

の御指摘や委員会の後の森先生の御指摘も踏まえまして、在来種

への影響を軽減できるよう関係機関等と迅速に情報共有するな

ど連携して適切な対応を行うとの表現に修正しております。 

次の６１ページ、生態系ネットワークの形成についてですが、

上の箱書きのところ、生態系ネットワークについて、河川の流下

方向の連続性も当然のことながら重要であることから、その点を

しっかりと明記させていただく形で修正させていただいており

ます。 

以上、ポイントの部分と主な修正箇所について、資料１－１に

ついて御説明させていただきました。 
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発言者 内容 

続きまして、資料１－３の基本方針の本文について、少しポイ

ントと思われるところについて説明させていただきます。資料１

－３を御準備いただければと思います。 

基本方針の変更案について、新旧対照表の形で載っております

が、まず、流域及び河川の概要についての記載が続いていきます。

この中で、５ページ、左の行番号でいくと１２番、１３番のとこ

ろで、少し環境に関する記載を追記させていただいております。

ワカサギ等の話ですとか、１３番ですと、自然再生事業により砂

礫河原の再生も行ってきていることや、絶滅危惧種のミヤマシジ

ミに関しての言及などを追加させていただいております。 

７ページ、行番号でいくと１９番になりますが、特定外来生物

に関しての記載を追記させていただいております。 

続いて、治水事業、洪水被害の状況等を記載している部分が続

きますが、３０番、ページ数でいくと９ページになります。説明

資料のほうでも盛り込んでおりますけども、三六災害を受けまし

て、飯田市の川路・龍江・竜丘地区での土地の全面盛土方式によ

る治水対策を進めてきた旨を追記させていただきまして、その後

のまちづくりや防災力の向上に取り組んでいる旨も追加させて

いただいております。 

それ以降、治水対策、治水計画に関する記載を追加させていた

だいておりまして、例えば１０ページから１１ページにかけて

は、流域治水プロジェクトに関する記載をさせていただいており

ます。行の番号でいうと３４番になります。このプロジェクトに

盛り込んだ内容に関して、伊那市での取組などについて具体的に

記載させていただきました。 

流域及び河川の概要に関しては以上で、その次、４３番、ペー

ジ数でいくと１３ページからが、河川の総合的な保全と利用に関

する基本方針の説明になります。 

ここからは他河川と共通するような記載が続きますが、天竜川

のポイントとなる記載としては、１６ページ、番号でいくと５２

番になります。天竜川では、総合土砂管理というのが非常に大き

な課題となっておりますので、その取組に関して、計画を策定し

ていること、もしくは様々な取組を進めてきている旨を少し詳し

く記載させていただいております。 

その後、５４番、１７ページから災害の発生の防止又は軽減の

記載が続いていきますが、６３番、２０ページのところになりま

す。土砂災害に関しまして、天竜川流域では、三六災害で幾多の

土砂災害が発生したこと、今後も気候変動により豪雨の発生頻度



 

13 

 

発言者 内容 

の増加等から、土砂災害の増加が見込まれるとの研究成果も踏ま

えということを、説明資料のほうでも記載させていただいており

ますが、その点に言及して、対策していく旨、記載させていただ

いております。 

災害の発生防止等については以上で、７４番、ページ数でいく

と２３ページからが、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の

維持、ウということで河川環境の整備と保全に関する記載が続い

ております。説明資料の中で盛り込んだような記載について、本

文としても追記を、環境のところ、させていただいているところ

になります。 

最後、２７ページになりますけども、行番号９６番からが、先

ほどポイントを御説明した基本高水のピーク流量、計画高水流量

に関して、文章でもこのように記載させていただいたというとこ

ろになります。 

資料の説明は以上になります。 

【小池委員長】 どうもありがとうございました。 

今回は、長野県知事が御出席の予定です。１６時からの入室と

伺っておりますので、関係県である長野県様、愛知県様、静岡県

様の御意見は、長野県知事が入室され次第、御意見をいただきた

いと思っております。 

そこで、まず、今、事務局から説明いただいた資料１－１と１

－３ですね、委員の皆様から御意見いただきたいと思います。ま

ず、今日、ウェブで御参加いただいております委員である辻本委

員にお願いいたしまして、次に会場から委員の皆さんに御発言い

ただければと思います。 

それでは、辻本先生、よろしくお願いいたします。 

【辻本委員】 前回、ちょっと都合がつかずに、出席できず、申し訳ございま

せんでした。今日もそちらへ出かけたら良かったのですが、ウェ

ブで参加させてもらっています。 

基本方針案については前回のときも説明は局のほうからも事

前に受けましたし、認識しておりましたけれども、非常に丁寧な

考察をされて、まとめ上げられたことに敬意を表したいと思いま

す。 

天竜川は昔、昔といいますか、前の基本方針とか整備計画を議

論していた頃は、上流・下流というのが別々に考えられていた、

流域委員会も実は別々だったんですね。佐久間ダム周辺のダム群

を境に、実際には繋がっているんですが、上流と下流で別の川の

ような扱いだったんですが、佐久間ダムの天竜再編というものが
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発言者 内容 

組み込まれてそれに向かって動いている中、今や天竜水系一貫で

考えていくという機運の中で、今回取りまとめていただいた基本

方針というのは、その道しるべになるかと思います。特に新しく

ｄ４ＰＤＦなど気候変動の成果というものを取り込んでいただ

き、今までに経験したことのないようなパターンの雨も考えてい

ただいて、支川合流の規模というものも考えて計画を立てていた

だいています。また、本来、整備計画でいろいろ検討しなきゃい

けないことも、既にこの基本方針のレベルでかなり丁寧に見てい

ただけたことを感謝したいと思います。ただ、基本方針というの

は、いつまでに達成すればということがなかなか決まっていない

ので、整備計画では、やはり時間を区切って、しっかり基本方針

に沿って、どのように実現するとうまくいくかということ以外

に、どれだけ災害の規模を減らし、なおかつ、それから委員長も

言われましたように、天竜、サステナブルにしていくかというこ

との時間との勝負で、どういう効率的な整備計画が立てられるか

ということが肝腎かと思います。それに今回の基本方針を立てて

いただいたのは、非常にいい道しるべになったかと思います。早

速１２月には整備計画の議論のための流域委員会も計画されま

して、この基本方針を皆で検討しながら、どんなタイムスパンで

この天竜川をよりよきものにしていくのかということをやって

いけたらと思います。 

ちょっと気になるのは、洪水の面では気候変動を考えたスパン

で見ていると言うんだけれども、環境・生態系の話をサステナブ

ルにするためには、気候変動がどのように天竜川水系の生態系に

影響してくるかも重要なのですが、これまでの議論はまだ現在の

生態系の状況にとどまっているみたいです。その辺はタイムスパ

ンの短いながらでも、流域委員会では、気候変動の影響も生態系

にどんな影響を及ぼすかというものも皆で考えたいと思ってい

ます。また、この小委員会でも、洪水のほうはｄ４ＰＤＦを使っ

てかなり様々なパターンまで考えられるようなったけども、生態

系とかの課題をどうしていくかということも今後の課題かなと

いう気がいたしました。 

ありがとうございました。 

【小池委員長】 どうも貴重な御意見ありがとうございました。 

今、辻本委員から御指摘のあった、気候変動の影響を生態系保

全という観点でどのように見込むかについては、事務局、いかが

ですか。 

【事務局】 辻本先生、ありがとうございました。 
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気候変動を将来どう見込むかについては、この天竜川の議論の

以前から、いろいろな河川で議論いただく中でもいただいており

ます。 

今日の資料でいくと、参考資料の１ということで、河川整備基

本方針の変更の考え方について、いわゆるリビングドキュメント

でございますけれども、こちらの後ろのほう、２７ページ辺りか

ら、今後の方針改定における課題等というのをお示ししておりま

す。この中で、例えば２６ページでございますけども、②気候変

動の河川生態等への影響ということも挙げさせていただきまし

て、我々としてはしっかり問題意識は認識した上で取り組んでい

きたいと思いますが、まだ洪水に比べまして知見があまりないと

いうところでございますので、そこはしっかり知見等、蓄積して

いきながら対応していきたいと考えております。 

【小池委員長】 球磨川もそうでしたけども、幾つかの川で、気候変動によって

流出形態が変わることによって、土砂の粒径分布等について検討

し、それが生態環境にどう影響するのかというのは、幾つか記載

いたしましたよね。そういう事例をこのリビングドキュメントの

中に入れていくと、具体的に、次に何をどのようにしないといけ

ないかを考えていけるんじゃないかと思いますが、いかがでしょ

うか。 

【事務局】 知見があまりないという中でも、今、委員長からお話あったよ

うな事例もございますので、その辺を整理して、このリビングド

キュメントに例示的にお示しできるか、検討したいと思います。 

【辻本委員】 よろしくお願いします。 

【小池委員長】 辻本先生、どうも本当に貴重な御意見ありがとうございます。 

【辻本委員】 我々も、地域として、流域として、整備計画というタイムスパ

ンの中で、今のものを参考にぜひ考えていきたいと思いますの

で、これからも御指導をお願いしたいと思います。 

【小池委員長】 どうもありがとうございます。 

それでは、会場並びにウェブで御参加の委員の皆様、会場の方

は立てていただくと分かりやすいし、ウェブの方は手挙げ機能を

示していただくとありがたいです。それでは、まず中北委員、秋

田委員、それから戸田委員に、内容にもよりますが、その順番で

まずお願いいたします。 

【中北委員】 ２つですが、１つは、今、議論になった環境絡みの気候変動の

話ですけど、一応ここのリビングドキュメントの２８ページの総

合土砂管理のところには、気候変動をモニタリングしながらとい

うことは入れていただいているので、まずは第一歩踏み出してい
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ただいているのかなと思いました。ただ、将来、さっき辻本委員

おっしゃったように、ｄ４ＰＤＦなり、そういうのもまた意識し

ながらというようなところに一歩踏み込めたらいいなというの

は同意見でございます。 

もう一つは、先ほど三峰川の計画高水が１,７００㎥／ｓに上

がったという御説明のところで、空間分布をより配慮すると、こ

ういう形にいろいろ見えてくるところがあるということで、すご

く納得しているんですけど、現行方針の場合って、これで見ると、

３４年の洪水がペケで棄却されていて、今回拾われたんですよ

ね。そこの、拾われると空間分布をより見ることになるんですけ

ど、棄却されていたのが拾われたというところだけ、ちょっと補

足していただければありがたいと思いました。 

以上です。 

【小池委員長】 今の部分、中北先生に御指摘いただいたとおりでして、３６年

８月１４日の棄却されていたのが拾われて、今度は４７年７月１

３日が新たなところでは棄却されているというんですかね、要す

るに、クロスになっていますよね。これは理由がありますので、

明確にやっぱり説明できないと、何か都合でやっているととられ

かねないので、そこの２つ、両方併せて御説明いただけるとあり

がたいです。 

【事務局】 中北先生、ありがとうございました。 

変わっている要素が複数ございまして、例えば計画降雨継続時

間のとり方が、前回は２日だったものを、今回、天竜峡地点につ

いては２４時間にしたことによって、その２４時間をベースにし

た引き延ばした雨について棄却基準を決めていることがありま

す。当時は２日雨量という中で、全国で現行の基本方針を決める

初期の段階、中期の段階は棄却の仕方が必ずしも統一されていた

わけではございませんので、天竜川なりの考え方で棄却の整理を

させていただいているところがございますので、そういったこと

もありまして、当時は棄却したものが、今回は対象洪水とさせて

いただいているところになります。 

【中北委員】 ありがとうございます。 

１つだけいいですか。申し訳ないです。理由はよく分かりまし

た。それに異論はないんですが、前、ほかの河川のときから、継

続時間が変わったための影響はできるだけ見える化しておいて

いただきたいというのは何遍も言っているんですけれども、今回

もその一環になって、今回はさらに棄却か棄却じゃなくなったと

か、ちょっと大きな話があるので、できたらそういう文言も入れ
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ておいていただくと、皆、安心して御説明をお伺いできるかなと

思いますので、よろしくお願いしますと言い切ってよろしいです

か。 

【事務局】 今御説明したような天竜川の点については、もう少し説明をき

ちんとしますし、計画降雨継続時間を見直すことによる影響につ

いては、今、特に見直ししている河川が少しずつ出てきておりま

すので、分析を進めております。そこで少し何か考え方というか

傾向が見えましたら、この場で御説明させていただくことで考え

ておりますので、少々お時間いただければと思います。 

【中北委員】 よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

【小池委員長】 今、リビングドキュメントといいますか、河川分科会への宿題

になっていると思いますけども、それを取りまとめていただくと

いうことと並行して、やっぱりこの川でクロスになっていますの

で、そこは丁寧にぜひ御説明をいただくように記述をお願いした

いと思います。 

【事務局】 はい、承知しました。 

【小池委員長】 それでは、秋田委員、お願いいたします。 

【秋田委員】 ありがとうございます。 

まず、私の所属先が千葉大学ということで、最初に局長がおっ

しゃっていた台風の千葉県での被害につきまして、言及いただき

お礼を申し上げます。千葉県では山林の荒廃も水害に影響を及ぼ

しており、流域治水の重要性を感じております。引き続き、流域

治水を推進いただけますよう、よろしくお願いします。 

資料１－１の８ページの立地適正化計画の部分につきまして、

このような形でまちづくりと連携していただくことは本当にあ

りがたいことだと思っております。ただ、まちづくりの観点から

考えると、やや違和感があります。中山間地域のリスクは、水害

だけではなく、他の委員からも言及されているように、土砂災害

もあります。特に駒ヶ根など三六災害の影響を受けたところは、

土砂災害の被害を受けた方々が、山を下りて川の近くに移住して

いらっしゃる状況があります。まちづくりから考えると、複数の

リスクのうち、どちらのリスクを避けて、あるいはリスクの程度

を踏まえてどのように安全な暮らしを確保するのかということ

について、非常に専門性の高い判断が求められます。ですので、

実際の河川整備基本方針の中でも、例えば４６番に水害リスクと

書いてありますが、中山間地域には複合的なリスクが存在し、ま

たリスクの程度の違いがあるという前提の中で、どうやって安全

な暮らしを選択していくかということが分かるような書き方に



 

18 

 

発言者 内容 

していただきたいと思っております。また、三六災害について少

し勉強させていただいており、当時、山から平地に下りたことを

集団移住と呼んでいるのですが、これはその後の防災集団移転事

業の前身にもなった非常に重要な取り組みです。こうした先人た

ちが地域で積み重ねてきた努力に対して十分に敬意を払いたい

と思います。また、そうした経験や努力の積み重ねが、平地の部

分を盛土して土地区画整理事業を実施することに繋がっている

ことも理解できると良いと思いました。以上です。 

【小池委員長】 どうも貴重な御指摘ありがとうございます。事務局、いかがで

しょうか。 

【事務局】 秋田先生、ありがとうございます。 

先生は多分御承知だと思うんですけども、伊那市の立地適正化

計画においても、洪水のことに加えて、土砂のことも、いわゆる

レッドゾーンの話、そこは当然避けるということ、そういったよ

うな記載もございます。伊那市の場合ですと、浸水深が３メート

ルを超えるようなところですとか家屋が倒壊するようなところ

に、かなり限定的ではありますけども、居住誘導区域等から除外

するという考え方を少し取り入れているのかなと思っておりま

す。ですので、伊那市さんのほうで非常に悩みながら、先生おっ

しゃったような移転した方もいる中で、その中でもリスクを踏ま

えて、やはり浸水に対するリスクが非常に大きいところは居住誘

導から外すということを選択されたのかなと思っておりますの

で、そういったところ、言葉としてどう表現するかは少し検討さ

せていただきたいと思います。 

【小池委員長】 今、秋田委員から御指摘のあった歴史的な経緯の部分はぜひ入

れていただいて、私ども、そういう認識を持って、残しておくこ

とが大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【事務局】 分かりました。 

【小池委員長】 秋田委員、どうもありがとうございました。 

それでは、先に戸田委員ですね。それから、どっちが先か分か

らなかったんだけど、清水委員、森委員といきたいと思います。 

【戸田委員】 前回、私から土砂災害や総合土砂との関連性をしっかり治水の

計画の中に書き込んでほしいということで、今日、資料１－３を

拝見し、その辺、非常に充実して記載いただいていると感じまし

た。まずはお礼申し上げます。 

その上で一つ、追加できるなら追加してはと思うことですが、

資料１－３の８ページの２２行目以降に過去の水害の経緯が書

かれていますが、平成１８年の洪水まで書かれていて、近年の水
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害のことはあまり書かれていない状況かと思います。今日、御説

明の中でもありましたけど、三峰川では新しい基本方針の中で７

００㎥／ｓから１,７００㎥／ｓに流量が増えるわけですが、三

峰川は令和２年にも河岸侵食で被災しています。上流の天竜の支

川群にとっては、河道配分流量を流せるのが河積といった流下断

面だけの問題ではなくて、耐侵食というのが非常に大事な観点に

なるかと思います。そういう意味でいくと、やはり令和２年、令

和３年など近年の水害でも引き続き侵食による被害を受けてい

るという状況があり、そこは過去の被災経緯の中にしっかり書い

ていただいたほうがいいんのではないかと思いました。対策のほ

うにはしっかり侵食対策の護岸の整備等をするということが書

かれているので、被災経緯のところを追加いただくといいと感じ

ました。 

以上です。 

【小池委員長】 事務局、よろしいですね。 

【事務局】 はい。 

【小池委員長】 じゃあ、清水委員、お願いいたします。 

【清水委員】 ありがとうございます。 

資料１－１の４６ページ、今回修正された、幾つか付け加えら

れたということで、前回に、支川からの内容が分からないと言い

ましたが、太田切川が遊水機能を見込まない流量で本川に合流す

るというのが明確になりました。支川からどれだけのものを、本

川に入れるには、支川側でどれだけの努力をしないとならないと

いうことの、明確な書き方がやはり計画高水流量の検討、すなわ

ち貯留と河道の配分流量の検討の中では大切と思い、こういう意

見を前回挙げさせていただきました。三峰川ではさらに詳しく、

三峰川における１,７００㎥／ｓというのがどう出てくるのかと

いうと、それが４７ページのほうに説明されていて、三峰川の、

上から２番目ですね、昭和３４年のときに計画高水流量１,６６

１㎥／ｓにしたときには、この基本高水は３,３００㎥／ｓであ

るということですので、これだけの差分を三峰川のほうで貯留す

る必要がある、何らかの形でためないといけない。そういう努力

が必要だと。現行の基本方針に移って見てみますと、計画高水流

量は６９４㎥／ｓで、そのときの基本高水は８１０㎥／ｓであ

り、三峰川は今後、この基本高水に対し、これだけの差分を貯留

しなければならないという約束で、例えば天竜峡の河道の流量が

決まってくる、それから鹿島の計画高水流量がそれほど大きくな

いのは、こういったところの努力で決まっている、と言うように、
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やはりどれだけのものが約束されて、その下流での流量が決まる

かということを、明確に今後も書けると良いと思います。 

もし、間違っていたら、御指摘いただきたいんですけども、そ

ういう感想でした。 

【小池委員長】 三峰川のように支流をきちんと、記述を分かるように書いてい

ただくと、それによって本川の下流が守られているということが

理解できるような資料をつくっていただきたいということです

ね。これは非常に大事なことだと思います。私ども、そういうの

に一番最初に気づいたといいますか、その重要さを確認したのは

阿武隈川だったと思いますけども、それによって基準地点が流せ

るんだということを導いたわけですので、そういうような記述を

ぜひ増やしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

それでは、森委員、お願いいたします。 

【森委員】 よろしくお願いいたします。 

前回、ちょっと途中、中座させていただきましたので、後で事

務局に、特に環境面についてコメントを、たしか１０点ほどでし

たか、それ以上だったかもしれませんけれども、その対応をしっ

かりしていただいて、対応いただいているという認識を、今日、

説明の中でいたしました。 

コメントということになるんですけれども、ワカサギの件に関

しましても、これは単にワカサギ云々ということだけではなく

て、今後、何を保全するのかといったときに、ここでは、ワカサ

ギはもちろん国内外来種ではあるんですけれども、水産有用魚種

では非常に高い価値を持っているということ。要するにここで申

し上げておきたかったことは、外来種って言っちゃうと、何かす

ぐ忌避するような傾向があり、確かにそうなんですけれども、そ

の中において、国内外来種というものと国外外来種があるという

ような認識を持っていただいて、対策等に当たっていただく必要

があると。これは１個１個細かい議論をし出すと、個々の状況に

よって大きく異なってくる場合があるんですけれども、１点、そ

れがあります。 

それともう１個、サツキマスとアマゴについて、記載としては

イコールのような記載であったわけですけれども、これはやはり

生活史が大いに違うということで、これが何を意味するかという

と、水系の連続性がそれによって、例えばサツキマスというのは

海との回遊をする魚でありますので、サツキマスがいるというこ

ととアマゴがいるということでは随分意味合いが異なってくる

ということで、そうした生活史についてもしっかりと認識してい
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ただければということで、指摘させていただいたというものであ

ります。このことは、生活史という言い方をすると、やはりアユ

に関しても、先ほど土砂の件がありましたけれども、単に土砂の

河道の形状とか、あるいは高さとかということのみならず、やっ

ぱり砂質といったことについても、これはこの基本方針に書き込

めるというようなものでは当然ないかと思いますけれども、そう

した生活史にも大いに、そうした既存の資料を持って対応すると

いうようなことが今後必要になってくるだろうと強く思います。 

加えて、先ほど来、土砂の話がありましたけれども、河川生態、

生態系についてどういう影響があるかというようなことであり

ますが、やはり土砂がどのように動態していくのかということが

なかなか分からないと、生活の場というものがなかなか読めない

ということがあります。ですから、今後の、これは大きなテーマ

になると思いますけれども、土砂動態について、それがどのよう

に生き物に対応するのかというようなことについては、ここでま

た、先ほど来、委員長がおっしゃられているような形で、どんど

ん蓄積していく必要があるだろうと。加えて、やはり可視化する

という意味においては、ワンドというもの、あるいは樹林化とい

ったような、土砂によって非常に大きな影響を受ける河川生態と

いうようなものについて、一層注視していく必要があるのではな

いかということを、これは一応コメントということでありますけ

れども、申し上げておきたいと思います。 

今後について、また議論いただければと思います。以上です。 

【小池委員長】 貴重な御指摘ありがとうございます。 

事務局、何かございますか。 

【事務局】 １点だけ、天竜川においては、総合土砂管理計画を立てまして、

土砂の影響、特に美和ダムですとか小渋ダムでは土砂バイパスも

やって、その影響を、環境の影響もどうかということも見ていく

こととしておりますので、特に土砂の環境への影響ということを

天竜川では先行して把握していけるのかなと思いましたので、少

し補足させていただきました。 

【小池委員長】 よろしくお願いします。それでは、髙村委員、お願いいたしま

す。 

【髙村委員】 ありがとうございます。 

外来種の記述について、適切に変更していただいてありがとう

ございます。 

それで、もう１点、加えてお願いしておきたいのは、水系とい

うのは上流のほうから下流のほうに影響が出ると。すなわち、天
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竜川の場合は、諏訪湖にコクチバスとかブラックバスが入ってい

て、それが下流のほうに行くということです。また、散布された

種子なども上流のほうから下流のほうに流れて影響が出てきま

す。ですから、先ほど清水先生がおっしゃいましたけど、上流側

の努力が下流側に分かるようにというのは、外来生物の対応につ

いても同じようなことで、水系一貫として情報共有をして、上流

での対応や管理をより重視する方向で管理していただくように

なれば、もっと有効だと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

【小池委員長】 大事な視点を御指摘いただきまして、ありがとうございまし

た。 

ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

阪本委員、お願いいたします。 

【阪本委員】 ありがとうございます。阪本です。 

資料１－３の２２ページのところに、様々な防災対策について

加えていただいています。なかでも７０番に書かれている防災対

策は、新しい視点の対策で、例えば支川や内水を考慮した複合的

なハザードマップや災害対応タイムラインをつくる点ですとか、

自治体間の連携による広域避難計画の促進であったり、デジタル

技術の導入と活用で、居住地の水災害リスクに応じた防災行動が

とれるよう、地域住民に加え、外国人観光客を含む来訪者への理

解促進に関する啓発活動を促進するなどというのは、大変よい取

組だと思います。その一方、あまりこれまでこれらの取組につい

ての説明がなかったと思います。ですので、資料１－１などにも

これらの取組を加えておいていただきたいと思います。例えば、

外国人観光客を含む来訪者の理解促進に使えるような啓発活動

とは具体的にどういうものなのか、説明があるとよいのと思いま

した。 

以上です。 

【小池委員長】 どうもありがとうございます。ぜひ追記を検討いただければと

思いますが、よろしいでしょうか。 

次に中村先生、お願いいたします。 

【中村（公）委員】 ありがとうございます。 

利水の観点から一つだけコメントさせていただければと思い

ます。 

河川方針の新旧対照表の中の３６番のところにもあるように、

豊川用水や三方原用水などによって、６万ヘクタール以上の農地

に天竜川からかんがいされておりますので、水資源としてかなり
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重要な河川であると認識しています。したがって、４７番のとこ

ろで、気候変動の影響に関するモニタリングの記述があります

が、土砂の流出が今後増えることが懸念され、総合土砂管理が重

要とされる中で、やはり利水に対する影響にも着目したほうがい

いのではないかと思います。例えば、河川生態系に加えて、利水

等への影響も書き込めるといいのではないかと思った次第です。 

以上です。ありがとうございます。 

【小池委員長】 どうもありがとうございます。事務局、いかがでしょう。 

【事務局】 例えばダムで、本川のほうですけども、発電ダムがあって、そ

こから実は取水しているような地点もありますので、今後、総合

土砂管理の中でいろいろな堆砂対策の取組を進めていくんです

けども、その際の利水への影響というのもありますので、そうい

ったことや、今、中村先生から御指摘いただいた観点を踏まえて、

どういう形で文章とするかは、少し検討させていただきたいと思

います。 

【小池委員長】 分かりました。よろしくお願いいたします。 

私から一つありました。申し訳ありません。先ほどの中北先生

の話、それから土砂・洪水氾濫は非常によく書いていただいてい

て、ありがたいと思います。 

一つ、川路・龍江・竜丘の記載も３０番によく記載していただ

いているんですけども、やはりここに泰阜ダムという名前が出て

こないのは、何となく歴史的にどうかなという気がします。書き

にくいところもあるんだと思いますけど、やはりそれはきちんと

書くべきではないかと思います。 

またこの地区には、「かわらんべ」という、まさに流域治水を

若い方々にも伝えるような努力をしておられまして、すばらしい

活動だと思いますが、それに触れられていないのは少し残念だな

と思いましたので、御検討いただけるとありがたいということで

す。 

私からは以上でございます。 

それでは最後に、関係県といたしまして、長野県、愛知県、静

岡県の方々に御参加いただいておりますので、御意見をいただき

たいと思います。それでは、まず長野県様からお願いいたします。 

【阿部委員】 長野県知事の阿部守一でございます。 

本日は私どもの意見をお聞きいただく場をつくっていただき

まして、大変ありがとうございます。また、小池委員長はじめ、

小委員会のメンバーの皆様方には、河川整備基本方針の変更に向
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けた御審議を熱心に進めていただいておりますこと、心から敬意

を表したいと思います。 

長野県は、御承知のとおり、令和元年東日本台風災害をはじめ、

多くの災害にこれまでも見舞われてきました。今日のテーマであ

ります天竜川も例外ではないわけでありますが、東日本台風災害

を契機として、長野県として、市町村あるいは関係者と連携して、

流域治水にしっかり取り組んでいこうということで、今、具体的

な取組を進めてきています。令和３年２月には長野県流域治水推

進計画を策定いたしましたし、同年５月には市町村と共に、治水

ＯＮＥ＿ＮＡＧＡＮＯ宣言ということで、市町村と一体で流域治

水対策を進めていこうという宣言も行わせていただいています。

県有施設においても、雨水貯留浸透施設の設置や、あるいは、た

め池を活用した雨水貯留の推進等、ためる取組を一生懸命進めて

いるところでありますし、また、水害危険度あるいは避難先情報

等を周知することによって避難行動を支援する信州防災アプリ

の普及等、備えるという取組にも力を入れてきているわけであり

ます。 

こうした中、天竜川についてでありますが、これは皆様方に御

審議いただいてきているわけでありますが、長野県の中央部、諏

訪湖から南に伊那谷を通って太平洋に注ぐ急流河川であります。

ひとたび洪水が発生いたしますと、大量の土砂の流出を伴う大災

害を、過去何度も繰り返してきたところであります。近年でも、

令和２年の７月豪雨におきましては、支川の三峰川におきまして

も堤防の欠損被害であったり、あるいは令和３年８月の大雨にお

いては、諏訪湖周辺の浸水被害が発生したところであります。こ

の天竜川本川の治水安全度の向上という観点では、これはまさに

天竜川流域、諏訪地域も含めた天竜川流域の皆様方の大きな、強

い願いであります。諏訪湖の釜口水門からの放流量が今、毎秒４

３０㎥／ｓに抑えられていますが、これも随時６００㎥／ｓまで

早く増やしていかなければいけないと思っております。諏訪湖周

辺の内水被害を軽減するという観点も含めて、多くの皆様方が天

竜川の治水安全度のさらなる向上を強く願っています。 

今回、気候変動に伴っての基本方針の見直しという方向性であ

りますが、私ども長野県としても妥当なものと考えております。

ぜひ今後、具体的な整備メニューの検討が行われると認識してお

りますが、天竜川本川、そして支川のさらなる河川整備、そして

ダムを含む洪水調整施設の整備を含めて、より効率的・効果的な
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対策を幅広く検討していただき、早期に治水安全度の向上が図ら

れることを強く期待しているところであります。 

なお、諏訪湖の釜口水門から下流の約１１キロの区間は、長野

県の管理区間という形になっております。そういう意味では、私

どもとしては国による一元管理をぜひ実現していただきたいと

思っておりますけれども、この県管理区間におきましても、国の

基本方針・整備計画としっかり整合を図りながら、河川整備を今

後進めていきたいと考えております。 

今日お集まりいただいている各委員の皆様方にも、引き続きの

御指導・御支援を賜りたいと思っております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

私からは以上です。 

【小池委員長】 阿部長野県知事様、大変力強い応援と御示唆をいただきまし

て、誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

それでは次に、愛知県様、お願いいたします。 

【大村委員代理（西村）】 愛知県知事の代理で出席させていただいております建設局河

川課の西村と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

天竜川水系の河川基本方針の変更につきましては、前回９月の

小委員会から引き続きの御審議をいただきまして、ありがとうご

ざいます。 

本県では、今年の台風２号の影響により、天竜川水系も含めま

した愛知県東部では、６月２日に激しい雨が長時間降り続きまし

た。総雨量は４００ミリを超過いたしまして、県が管理している

河川におきましても、越水等の被害が多数発生いたしました。こ

れも地球温暖化の進行がもたらす気候変動等によるものと感じ

ているところでございます。本県における天竜川との関わりとい

たしましては、中流部の支川や遠州灘での土砂収支といった一部

ではございますが、流域治水や海岸保全の観点からも気候変動の

影響は無視できない課題でありまして、今回示されました気候変

動を踏まえての基本方針変更案は、今後の水害リスクの増大に備

える非常に重要なものと考えております。本県といたしまして

も、流域治水の取組をはじめ、今後とも連携・協力して取り組ん

でいきたいと思いますので、御支援・御協力をお願いいたします。 

以上でございます。 

【小池委員長】 愛知県様、どうもありがとうございました。 

それでは次に、静岡県様、よろしくお願いいたします。 
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【川勝委員代理（望月）】 静岡県交通基盤部河川砂防局の望月でございます。よろしくお

願いいたします。 

天竜川水系の河川整備基本方針の変更につきましては、前回、

本日と御審議をいただきまして、非常にありがたく、感謝申し上

げる次第でございます。また、今回の変更につきましては、本県

としても気候変動を考慮した非常に重要なテーマと捉えており

まして、今回の変更案について、異論はございません。今後も国

と連携いたしまして、流域治水をはじめ、様々な取組を精力的に

実施してまいりたいと思っている次第です。 

なお、せっかく機会をいただきましたので、１点だけお願いを

申し上げたいと思います。天竜川では、資料１－１にも記載して

いただきましたけれども、下流にあります遠州灘の海岸侵食、海

岸汀線の後退が非常に課題となっております。本県といたしまし

ては、海岸侵食対策を進める中で、今後の天竜川からの土砂供給

を非常に大きく期待しているところであります。流砂系の一貫し

た土砂管理の観点から、引き続き関係者間の連携と、また、国の

御支援をいただきますようお願い申し上げまして、静岡県からの

コメントとさせていただきます。 

今後ともよろしくお願いいたします。以上でございます。 

【小池委員長】 どうもありがとうございました。御指摘いただいた点は大変重

要な点で、総合土砂管理で対応が進められております。国と県、

協力してお進めいただくよう、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

それでは、そのほかに。角委員、どうぞ。 

【角委員】 私は今日、臨時委員という立場ではございますが、天竜川にも

いろいろ行っておりますので、発言いたします。 

先ほどの４６ページの三峰川の流量の話で一つ気になりまし

たのは、やはり三峰川と小渋川というのは、両方とも大きな支川

として、それぞれが土砂の問題もありますし、洪水の問題を過去

経験してきたという川だと思います。それで、流域面積を見ます

と、三峰川が４８０平方キロメートル、小渋川が約３００平方キ

ロということで、三峰川のほうがもちろん大きいんですけれど

も、それほど大差ないというか、同等の川だと考えることができ

ます。もちろん三峰川のほうが、流路が長くて、中央構造線を通

って、一旦南に行って流れてくるという川なので、特徴が違って、

小渋川のほうが比較的洪水が集まって一気に来るという川では

あります。それで、従来の、現行の４００m3/s、７００m3/s とい

う数字を見ますと、比流量ですね、流域面積当たりの比流量で見
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ると、１.４５と１.３５ということで、同等だということになる

んですが、今回、三峰川だけが１,７００㎥／ｓということにな

りますと、これが３.５ということで、三峰川だけがすごく大き

くなるという形になります。気になるのは、じゃあ、小渋川はこ

れでいいのかという話になってくるわけなんですが、先ほど４７

ページにありました、３４年が３,３００㎥／ｓで１,６００㎥／

ｓということで、この３４年というところをとったときに、降り

方が当然違いますから、三峰川と小渋川が同じときに同じ相当の

雨が降るというわけではもちろんないんですけれども、やっぱり

支川の、ある意味バランスといいますか、そういう点も考えてい

く必要があるのかなと思って、質問といいますかコメントです。

天竜峡に効く効かないというのは、当然、同時生起するともっと

大きくなるんですが、双方効いた場合にどうなるか。それが互い

違いに起これば、天竜峡に対してはそれほど変わらないという答

えではあると思いますが、その内訳についてもしっかり見ておく

必要があると思いましたので、発言させていただきました。 

以上です。 

【小池委員長】 角委員、先ほどの中北委員のご指摘、私の意見も同じような視

点からもものと考えます。こういう分析ができるようになったの

は、雨域の空間分布を入れて、クラスター分析を適用するように

なってきてからだと考えます。対象洪水が変わると雨域の分布が

変わりますので、隣り合わせとはいえ、３００平方キロメートル

から４００平方キロメートルあるぐらいの流域ですと、やっぱり

差が出てきます。ですからそこが、今、角委員から御指摘があり

ましたように、なぜそうなるのか、洪水の継続時間のとり方が、

時間データが増えることによって、今まで２日だったものを短く

できるようになったということで、そこに由来していることがい

ろいろなところに影響しています。これらを包括的にまとめ、わ

かりやすくご説明しないと、一般の皆さんにもなかなか理解して

いただけないのではないかと思っております。そういう問題意識

を非常に強く持っておりまして、この天竜川で、今御指摘ありま

したように、それが顕著に出ておりますので、まずはこういう数

値が出ている背景をしっかり記述していただくことが必要だと

思います。そのうえで、実はこの前にやりました吉井川でもそう

いうことが起こってきております。このような視点に立って、計

画高水の変化を全国的にまとめるという作業を今進めていると

ころでございます。 
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ここでは、先ほど中北委員の御質問のときにまとめましたよう

に、クラスター３型の、三峰川に非常に強く降った雨とに基づき

この１,６６１㎥／ｓという値が出ており、それが洪水継続時間

のとり方によって変わってきて、こうなっているんだということ

を明確に記述していただくことが必要だと思います。、そしてそ

れを皆さんにご理解いただけるように記述していただくことを

先ほどお願いしたんですけども、そういう形で進めてよろしいで

しょうか。 

【角委員】 はい。そこはしっかり分析していくと、大事な点だと思うんで

すね。むしろ、小渋川だとか、ほかの川が実際この目で見たとき

にどうなのかというところが、逆に心配だったというように御理

解いただければありがたいと思います。 

【小池委員長】 分かりました。 

現行方針のところで、色のトーンが分かりにくいんですが、小

渋川がちょっと黒い、黒っぽい、濃い青になっていますね。これ、

何か逆のように感じますが、薄い青のほうが強い雨なんですね。

なので、やはり三峰川のほうに強く降ったパターンが計画降雨と

して採用されているということが原因だと思います。その計画降

雨として採用された理由は、降雨継続時間のとり方が変わったか

らということであると認識しております。御指摘、非常に重要だ

と思います。こういうことをやっていくとき、ちょっと言い方は

悪いですけど、三峰川にダムを造るためにこんなでかい値になっ

ているんじゃないかという批判が必ず出るように思います。そう

いう批判が出ても、きちんと科学的にはこういう理由であるとい

うことを多くの皆さんに分かっていただけるような説明が必要

であると思います。そういう形で進めさせていただきたいと思い

ます。どうもありがとうございました。 

よろしいでしょうか。大変貴重な御意見を多くいただきまし

た。 

辻本委員からは、気候変動の影響を生態系にも考慮するという

こと。それから今まさに議論させていただきました、計画降雨と

しての棄却と採用の考え方。それから秋田委員からお話がありま

したが、三六災害で移住して下流に来た方が、今度、その下流で

の浸水被害に見舞われるということをどのように都市計画、まち

の計画、市の計画とすり合わせていくかというようなことも大変

重要ですし、戸田委員から、侵食被害に関して、近年、そういう

のが起きているので記述が必要とご指摘を頂きました。清水委員

から、支川の流量というものがどういう形で出ているのかをきち
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んと説明することの必要性を、また、森委員からは土砂と生態の

関係、髙村委員からは、上水だけではなく、生物多様性や外来種

の侵食に関する事象が上流から下流に伝播していくというご指

摘がありました。阪本委員からは、流域外から訪れる方、特に外

国人の方々にどういう避難とか、そういう情報の伝達をするかと

いうことご指摘いただき、中村委員からは、利水への影響という

ことも記述が必要ということを御指摘いただきました。角委員か

らは、先ほど議論させていただいたように、棄却と、ローカルな

雨による計画高水の妥当性というものをしっかり説明するとい

う御指摘をいただきました。静岡県様からいただいた遠州灘の侵

食というのは、これは非常に重要な課題でございますので、もち

ろん記載されておりますけども、総合土砂管理の中で対応してい

くということで、この基本方針の中に記述していきたいと思って

おります。そのようなことを考えまして、今、事務局からも対応

がございましたし、この委員会の中でも議論させていただきまし

たので、こういう審議を踏まえて、できますれば、今御指摘いた

だいたことに対する対応につきましては、委員長である私の預か

りとして確認させていただき、その上で分科会に上げさせていた

だきたいと思いますが、そういう進め方でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【小池委員長】 それでは、異議ないという皆さんのお答えでしたので、それで

進めさせていただきたいと思います。 

２回の審議にわたりまして、天竜川水系の基本方針について御

議論いただきまして、どうもありがとうございました。今回、委

員として、専門として関わっていただいた辻本委員、それから関

係県の皆様、誠にありがとうございました。御尽力に改めて御礼

申し上げます。 

それでは、次の資料の説明をお願いいたします。九頭竜川の案

件でございます。 

【事務局】 それでは、資料２－１、九頭竜川水系河川整備基本方針の変更

について御説明いたします。少し時間が押しておりますので、ポ

イントを絞って説明させていただきます。 

まず、①流域の概要についてになりますけども、５ページを御

覧いただければと思います。九頭竜川につきましては、流域の主

要な市として福井市がございます。九頭竜川の特徴としては、大

きく九頭竜川本川の流域と、日野川の流域、そしてそこに入る足

羽川の流域、３つの河川によって構成されているというところで

ございます。その下流が沖積平野になっておりまして、そこに福
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井市があり、そこで浸水被害が発生しやすいということで、実際

に、浸水被害が起きているというような状況になっております。 

６ページを御覧いただければと思います。動植物の生息・生育・

繁殖環境について御説明しておりますが、中流部のところで記載

しておりますけども、特徴的な点としまして、アラレガコ生息地

として、この区間が国の天然記念物の指定を受けております。そ

の点を少し詳しく説明したのが、次の７ページになります。アラ

レガコ生息地として福井市の中角橋から大野市花房の阪谷橋の

区間までが天然記念物指定を受けているというような状況にな

っております。 

続きまして、８ページですけども、土地利用の状況ですが、福

井市では都市計画マスタープランで、自然環境共生区域というこ

とで、山林や田園は水源涵養の場や、災害を未然に防止する視点

から、適正に管理・活用していく必要がある旨、記載していると

ころになります。 

９ページになりますけども、近年の降雨量・流量の状況につい

てお示ししております。九頭竜川本川では昭和４０年、日野川、

そして足羽川については平成１６年の洪水が既往最大となって

おります。 

続いて、１０ページを御覧いただければと思います。主な洪水

と治水対策についてということになります。九頭竜川では、明治

３１年から直轄改修事業に着手しております。昭和３４年８月の

伊勢湾台風等によりまして甚大な被害が発生したことから、翌

年、九頭竜ダムを盛り込んだ計画を変更し、九頭竜ダムは昭和４

３年に完成しております。さらに、昭和４０年９月には奥越豪雨

により甚大な浸水被害が発生したことから、昭和４１年に一級水

系に指定しまして、真名川ダムを昭和４３年、工事実施基本計画

を策定して位置づけまして、５４年にダムは完成しております。

さらに、日野川下流部では、五大引堤事業を実施しまして、平成

２５年に完成しているというところになります。 

続いて、１１ページを御覧いただければと思います。平成１６

年７月の福井豪雨の概要についてになります。この福井豪雨で

は、足羽川流域、さらに足羽川流域に隣接する地域で猛烈な雨と

なりました。天神橋地点上流域では、６時間雨量で２２８.９ミ

リを記録しまして、戦後最大の降雨となっております。この豪雨

によりまして、足羽川下流では、福井市街部の区間で越水・破堤

が発生、市内の広い範囲で浸水被害が発生したほか、流域では土

石流が多発し、家屋の全壊・半壊等の被害が発生しております。 
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続いて、１２ページを御覧いただければと思います。近年の災

害について説明しております。令和３年７月、令和４年８月にお

いても、時間雨量７０ミリを超えるような豪雨が発生しておりま

して、支川が氾濫し、堤防決壊、浸水被害が生じているところに

なります。 

続いて、１３ページを御覧ください。主な治水対策として、足

羽川ダムの建設を現在実施しています。足羽川ダムは、福井県池

田町、足羽川の支川、部子川に建設中の重力式コンクリートダム

で、総貯水容量が約２,８７０万立方メートルの洪水調節専用の

ダムです。水海川、足羽川、割谷川、赤谷川の洪水を導水するた

めの分水施設、分水堰とトンネルを併せて建設する計画となって

おり、現在、ダム本体工事と水海川の導水トンネルの工事を進め

ているところになります。 

続いて、１４ページを御覧ください。足羽川ダム建設事業に当

たりましては、環境アセス法に基づきまして環境影響評価を行

い、平成２５年に評価書を取りまとめ、これに基づき環境保全対

策を実施しているところになります。 

続いて、１５ページを御覧ください。ここから、河道での治水

対策について御説明いたします。九頭竜川本川の中流域では、福

井市内の中角地区において川幅が極端に狭くなっている区間が

あったことから、低水路拡幅と併せて引堤を実施しております。 

続いて、１６ページを御覧ください。九頭竜川の中流域では、

樹林化や砂礫河原が減少していることから、みお筋の造成や砂州

の一部切下げによる砂礫河原の再生を進めてきています。このう

ち、福井市の森田地区では施工が完了しており、鳥類の繁殖も確

認されているところになります。 

１７ページを御覧ください。九頭竜川の日野川合流点から下流

の下流域では、河岸侵食により浅場が減少し、抽水植物群落が減

少、絶滅危惧種であるオオヒシクイ等の生息環境が悪化していた

ことから、高水敷の切り下げを行い、緩勾配河岸の造成を行いま

した。これまでに施工が完了した地区では、オオヒシクイ等の生

息も確認される一方、餌場となるマコモ群落が減少していること

から、モニタリングを実施し、今後の施工にそこで得られた知見

を反映していくことで考えております。 

続いて、１８ページを御覧ください。日野川の下流部、足羽川

との合流点から九頭竜川本川との合流点の区間になりますが、川

幅が狭く、蛇行が著しい上、河床勾配も緩いなど、浸水被害が頻

発している区間であったことから、河道掘削に加え、五大引堤事
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業ということで、５つの地区で引堤を進め、平成２５年に完成し

たところになります。 

続いて、１９ページを御覧ください。日野川の流域では、コウ

ノトリの繁殖・飼育・放鳥やコウノトリの採餌場の創出等の取組

が行われています。河道掘削に当たっては、高水敷を年平均水位

よりやや低い地盤まで切り下げることによって湿地の創出を図

っています。創出した湿地では、コウノトリの飛来も確認されて

います。 

続いて、②基本高水のピーク流量の検討について御説明いたし

ます。 

資料、２２ページを御覧ください。こちらでは、工事実施基本

計画、現行の河川整備基本方針、今回の方針の概要を整理したも

のになります。九頭竜川では、昭和５４年に改定した工事実施基

本計画を、現行の河川整備基本方針では、検証の結果、基本高水

のピーク流量等については踏襲しています。１点、従来、基準地

点は九頭竜川の中角地点のみでしたが、日野川の深谷地点、足羽

川の前波地点を主要地点としていたところ、現行の方針では、い

ずれの３川とも福井市の中心市街地を流れるということから、そ

の３点を基準地点に変更しております。なお、足羽川については、

前波地点から、観測施設が整備されている近隣の天神橋地点に地

点を変更しております。 

続いて、２３ページを御覧ください。九頭竜川本川の中角地点

の計画対象降雨の継続時間についてになります。他水系と同様の

検討をした結果、現行の基本方針の２日から２４時間で設定して

おります。 

続いて、２４ページを御覧ください。中角地点の計画規模につ

いては、現行の１５０分の１を踏襲し、統計解析を行った結果、

１５０分の１の降雨量は、中角地点の２４時間雨量で３６９ミリ

となりまして、これに１.１倍の降雨量変化倍率を乗じ、４０６

ミリを計画対象降雨の降雨量と設定することとしました。 

続いて、２５ページを御覧ください。主要降雨波形群の設定と

いうことで、検討に用いる主要降雨の降雨波形については、過去

の主要洪水から１０洪水を選定し、流出計算により流量を算定し

たところ、昭和５０年８月洪水の９,２２８㎥／ｓが最大となり

ました。 

続いて、２６ページを御覧ください。アンサンブル予測降雨波

形の抽出です。ｄ２ＰＤＦのアンサンブル将来予測降雨波形から

求めた現在気候・将来気候の年最大流域平均雨量の標本から、２
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４時間４０６ミリに近い降雨波形を抽出し検討を行ったところ、

最大で流量は９,６９０㎥／ｓとなりました。 

２７ページを御覧ください。主要洪水群に不足する降雨パター

ンの確認ということで、クラスター分析の検討を行ったところ、

クラスター１（日野川下流域・足羽川多雨型）、クラスター２（九

頭竜川中下流域多雨型）が今回検討に用いた主要洪水では確認さ

れていないことから、この２つのクラスターを参考として活用し

ていくこととします。 

２８ページを御覧ください。以上を踏まえて総合的判断という

ことで、現行の基本高水ピーク流量８,６００㎥／ｓに対し、雨

量データによる確率からの検討で算定した９,２２８㎥／ｓ、こ

れを丸めまして、９,３００㎥／ｓで今回の基本高水ピーク流量

の見直しをすることとします。 

２９ページ以降、日野川の深谷地点、足羽川の天神橋地点につ

いても同様の検討を行っておりますが、説明は省略させていただ

きます。 

検討結果についてだけ御紹介させていただくと、まず深谷地点

は、３５ページになります。現行の５,４００㎥／ｓから７,１０

０㎥／ｓに基本高水のピーク流量の見直しを行うことといたし

ます。そして足羽川の天神橋地点については、飛んで、４２ペー

ジになります。こちらは現行の２,８００㎥／ｓから３,１００㎥

／ｓに見直しをすることといたします。 

続いて、③計画高水流量の検討について御説明をいたします。 

４５ページを御覧いただければと思います。計画高水流量設定

の基本的な考え方ということで、先ほど説明した基本高水のピー

ク流量の増大に対し、九頭竜川本川は、河道の掘削に制約がある

一方で、河川勾配が急で山地が占める割合が多く、既存ダムも多

いことから、既存ダムの最大限の活用やダム再生等を中心とした

対応を検討しました。日野川流域については、河川勾配が緩く平

地の占める割合が多いことから、既存ダムに加えて有効な洪水調

節施設を配置することが難しいため、河道での対応を中心に検討

しました。足羽川流域は、河道断面の増大には制約があることか

ら、現在建設中の足羽川ダムに加え、主にダム下流域の降雨に対

応する貯留・遊水機能について検討しました。 

以下、河道、洪水調節、それぞれについて御説明いたします。 

４６ページを御覧ください。河道配分流量についての説明にな

ります。日野川の下流部におきましては、左下の図の赤線で示し

ますように、河床勾配が緩く、過去に８キロ地点において水田の
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塩害や取水障害が生じております。日野川や九頭竜川の下流部、

合流点より下流の地点については、低水路の河床を掘り下げるよ

うな河床掘削はできるだけ抑える必要があります。また、九頭竜

川中流の中角区間では、先ほども御説明したアラレガコの生息地

となっておりますので、河床掘削は平水位プラス５０センチまで

に制限されており、掘削の検討には配慮が必要になります。 

続いて、４７ページを御覧ください。九頭竜川中流部について

になります。日野川合流点から上の部分が中流部になりますが、

この区間はアラレガコの生息地として天然記念物指定を受けて

いることから、掘削に制限があること、また、高水敷も広くない

ことから、こういったことも踏まえた上で、可能な範囲の樹木伐

採、河道掘削について検討を行ったところ、現行の河道配分流量、

基準地点中角の５,５００㎥／ｓを踏襲することが妥当であると

考えております。 

続いて、４８ページを御覧ください。九頭竜川の下流部、日野

川の合流点から下の部分になります。ここでは、高水敷の利用状

況が変化しておりまして、現行の基本方針を策定した平成１８年

当時に比べまして、高水敷の農地利用が５５％減少しておりま

す。近年は田畑の占用が減り、耕作放棄地となっている場所もあ

ることから、流下断面確保のため、高水敷の掘削が可能と考えて

おります。 

続いて、４９ページを御覧ください。下流部の河道配分流量の

増大の可能性について検討を行っております。下流部では、堤防

防護ラインまで高水敷に掘削の余地があることから、河道掘削が

可能と考えております。下流部の主要地点、布施田での河道配分

流量は９,２００㎥／ｓから１万７００㎥／ｓまで増大させるこ

とが可能であると考えております。 

続いて、５０ページを御覧ください。こちらの図に示しますの

は日野川の下流部になりますが、日野川下流部では五大引堤が完

了しており、再度引堤を行うことは社会的影響が大きく困難であ

る一方、堤防防護ラインまで高水敷に掘削の余地があることか

ら、高水敷の掘削により流量増大への対応が可能です。このため、

塩水遡上等に配慮しつつ河道掘削を行うことにより、日野川の流

下能力の向上と、この日野川に合流する足羽川の流下能力の向上

にもつながります。なお、足羽川については、平成１６年の福井

豪雨を受け、激特事業により大規模な河道掘削を行い、現行の基

本方針の計画高水流量までの河川整備は完了しております。真ん

中の下に４キロ付近の写真を示しておりますが、左右岸とも福井



 

35 

 

発言者 内容 

市の市街地が広がっており、引堤は困難であります。以上により

まして、日野川の基準地点深谷では、現行の基本方針の４,８０

０㎥／ｓから５,７００㎥／ｓに河道配分流量の増大が可能であ

ると考えます。この日野川の流下能力の向上に伴いまして、合流

する足羽川の河道配分流量も、天神橋地点で１,８００㎥／ｓか

ら２,１００㎥／ｓに増大が可能であるということを確認してお

ります。 

続いて、５１ページを御覧ください。洪水調節施設等について

になります。九頭竜川流域には１５基の既存ダムがございます。

さらに、国が足羽川ダム、福井県が日野川支川の吉野瀬川に吉野

瀬川ダムを建設中になります。流量の増加に対応するため、流域

内の既存ダムを洪水調節に最大限活用を図るとともに、ダム再生

や新たな洪水調節施設の整備を検討しました。 

５２ページを御覧ください。事前放流による効果の検討という

ことで、効果の検討を行ったところ、九頭竜川本川、日野川、い

ずれも一定の効果が得られることを確認しましたので、洪水調節

の対応で考慮することとしました。 

次の５３ページを御覧いただければと思います。洪水調節施設

等の検討の結果、今回見直しを行う基本高水ピーク流量に対応す

るため、各河川の洪水調節施設等による対応については、九頭竜

川本川は、事前放流により確保可能な容量も考慮した、既設ダム

の有効活用やダム再生、新たな洪水調節施設の整備、日野川につ

いては、さらなる貯留・遊水機能の確保が難しいと考えられるこ

とから、既設ダムの最大限の活用、足羽川については、足羽川ダ

ム下流域の地形や土地利用状況等も踏まえ、貯留・遊水機能の確

保が可能であると考えられることから、その貯留・遊水機能の確

保による対応としました。 

以上の検討結果を踏まえ、５４ページになりますけども、基本

高水のピーク流量、河道配分流量、洪水調節流量については、こ

ちらに示すような数字で変更させていただきたいと考えており

ます。 

５５ページ、海面上昇を踏まえた出発水位の影響検討について

示しておりますが、４３センチの上昇について検討したところ、

おおむね計画高水位以下となっており、影響がないことを確認し

ております。 

続いて、④集水域・氾濫域における治水対策について御説明い

たします。 
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資料、飛んで、５７ページを御覧ください。鯖江市では、平成

１６年福井豪雨における甚大な被害の発生を受け、平成２０年か

ら総合治水基本計画を策定して、河川の整備、下水道・農業用排

水路の整備に加え、雨水貯留・抑制対策に取り組んでいます。さ

らに、平成２４年度からは田んぼダムの取組を推進しているとこ

ろになります。 

続いて、５８ページを御覧ください。坂井市丸岡町では、浸水

被害が頻発していたことから、学校校庭への雨水貯留の取組など

を実施しています。また、右側に示しておりますが、福井市では、

浸水が頻発している地域で、地下式調節池の設置なども行ってお

ります。 

５９ページを御覧ください。日野川支川の鹿蒜川では、令和４

年８月の大雨により、家屋の浸水、堤防の決壊等の甚大な被害が

発生しました。福井県では、この災害復旧に当たり、原形復旧に

加え、河川沿いに集落が点在している地区では、一部の土地の氾

濫を許容し、輪中堤によって家屋等の浸水被害を防止する対策を

実施しています。 

続いて、６０ページを御覧ください。九頭竜川の国直轄管理区

間の上流には、支川合流部などにおいて、堤防が不連続となり、

霞堤と同様の貯留・遊水機能を有している箇所が存在しておりま

す。流域治水の観点から、このような箇所については、家屋浸水

等を防ぐため、開発抑制と併せて、霞堤の機能の保全等について

今後検討していく必要があると考えております。 

続いて、６１ページは、九頭竜川流域での治山事業・森林整備

事業による取組について御紹介したものになります。 

次に、⑤河川環境・河川利用についての検討になります。 

６５ページを御覧いただければと思います。今回の変更により

まして、河道配分流量が増大しておりますので、追加で河道掘削

が必要になる区間がございます。その河道掘削に当たりまして

は、平水位掘削に限らず、目標とする河道内の氾濫原の生態系に

応じて掘削深や形状を工夫するとともに、河川が有している自然

の復元力を活用した対応をしてまいります。 

続いて、６６ページを御覧ください。こちらでは、環境の現状

の認識と保全創出の方針を区分ごとに示しております。本川中流

部については、アユやアラレガコ、一般にはカマキリと呼ばれて

おりますが、この地方ではアラレガコと呼んでおります、等の生

息環境である瀬、アブラハヤ等の生息・繁殖環境である淵の保全

を図ります。下流部では、アラレガコの産卵の場の保全、絶滅危
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惧種のオオヒシクイ等の餌となるマコモ群落の保全を図ります。

日野川については、コウノトリの飛来・繁殖が確認されているこ

とから、採餌場となる水際環境や湿地環境の保全・創出等を図っ

てまいります。 

６７ページからが、各区間の環境管理シート、現状、取組の方

針を示しておりますが、説明は省略させていただきます。 

７０ページを御覧ください。外来種の対応です。外来植物群落

は全体として増加傾向にありまして、セイタカアワダチソウ群落

の面積が特に多くなっております。魚類については、タイリクバ

ラタナゴの確認個体数が増加しております。外来種、特に特定外

来生物の生息・生育が確認された場合は、在来種への影響を軽減

できるよう関係機関等と迅速に情報共有するなど連携して適切

に対応してまいります。 

続いて、７１ページを御覧ください。生態系ネットワークとい

うことで、九頭竜川流域では、南西部を中心にコウノトリが飛来・

定着していることから、川の中を主とした取組から、流域も含め

た生態系ネットワークの形成へと視点を拡大し、流域内の関係

者・事業者と情報共有しつつ、様々な取組を進めているところに

なります。 

続いて、⑥総合土砂管理について御説明いたします。 

資料、７４ページを御覧ください。九頭竜川の山地領域につき

ましては、九頭竜川支川の真名川上流で昭和４０年の奥越豪雨を

契機に直轄砂防事業に着手し、砂防堰堤や山腹工の整備等を進め

ております。この効果で、崩壊地面積は大幅に減少しております。

ダム領域については、九頭竜ダムはおおむね計画堆砂量相当の堆

砂が進んでいます。そのほかの一部のダムで、計画堆砂量を超え

て堆砂が進んでいるダムもございます。河道領域については、全

般として顕著な土砂堆積や河床低下は生じていません。河口・海

岸領域について、河口部では砂州の堆積や河道閉塞は生じていま

せん。また、河口の左右岸の海岸において、汀線の変化はほとん

ど見られません。 

７５ページからが山地領域についての説明になります。これま

で直轄で１,２８３基の砂防堰堤を整備しており、平成１６年の

福井豪雨の際の土石流等で効果を発揮しております。 

７６ページを御覧ください。こちらはダムの堆砂状況について

お示ししておりますが、九頭竜川本川の上流の３つのダムの堆砂

状況を示しております。このうち、一番下の笹生川ダムでは、計
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画堆砂量を超えるペースで堆砂が進んでいる状況になっており

ます。 

続いて、７７ページを御覧ください。河道領域の状況について、

九頭竜川の河床変動の経年変化を示しておりますが、顕著な変化

は見られていません。なお、参考資料に日野川の河床変動の状況

の資料もつけておりますが、こちらも顕著な変化は見られており

ません。日野川では、五大引堤によりまして、低水路幅が広がっ

ていますが、掃流力の低下による土砂堆積傾向は、これまでのと

ころ確認されていません。 

続いて、７８ページを御覧ください。河口・海岸領域について、

河口左岸側の海岸線沿いに伸びる三里浜は、福井港建設に伴う埋

立てにより改変されましたが、埋立地と河口部左岸の間に砂浜が

形成されています。この砂浜の汀線は、昭和５０年以降の変化を

見ると、おおむね安定しております。 

７９ページを御覧いただければと思います。三里浜全体の変遷

です。福井港建設やその中での突堤整備等により、九頭竜川から

の土砂供給が減少し、砂浜の汀線が大幅に後退しておりました。

離岸堤や人工リーフの整備を行った箇所では、汀線が一部回復し

ている区間もございます。 

最後、⑦流域治水に係る取組ということで、８１ページ以降、

九頭竜川水系流域治水プロジェクトの概要について、資料をつけ

させていただいておりますが、説明は省略させていただきます。 

説明は以上です。 

【小池委員長】 どうもありがとうございました。 

それでは、今御説明いただいた資料２につきまして、御意見・

御質問等ございましたらお願いします。時間が押しておりまし

て、不手際で申し訳ありません、手短に発言いただけますと幸い

です。 

【中北委員】 １つだけ、手短にしゃべっていいですか。 

【小池委員長】 はい。 

【中北委員】 中北です。御説明ありがとうございました。 

降雨パターンに関しての最初のところでというのと、それから

福井豪雨タイプのものが令和３年、令和４年に起こっているとい

うことの絡みで言いますと、領域気候モデルで将来を見てみる

と、やっぱり福井豪雨タイプ、令和３年・４年タイプって出てく

るんですね。という意味で、多分これがクラスター１、日野川下

流・足羽川タイプに当たるんでしょうかね。多分確認されている

と思うんですけれども、福井豪雨タイプのものはまた起こるとい
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うような、今、方針の中に少し明示的に盛り込むような形を考え

ておいていただいたほうがいいのかなと思います。今、高水の中

には多分入っているんだと思いますけども、考慮の中に。 

以上です。 

【小池委員長】 関連資料を事務局にお送りいただけるとよいかと思いますが。 

【中北委員】 一応、将来でこの形で起こっていますというのはもうお送りし

ていますが、あと研究として、さらにどれぐらい頻度高く起こる

ようになるかというのはこれから研究対象というコメントで、そ

ういう意味で、ちょっと明示的に書いていただいたらどうかな

と、そういうところで今とどめさせていただきました。 

【小池委員長】 分かりました。どうもありがとうございます。 

ほかにいかがでございましょうか。角委員、いかがでしょうか。 

【角委員】 ありがとうございました。 

御説明がありましたように、九頭竜川の場合には、九頭竜川本

川、それから足羽川、日野川という３つの河川が、最終的に日野

川が一体になって合流するわけですけども、今回、やはり降雨特

性というものが、今後どう考えていかなければいけないかという

ことが、今の中北委員のクラスターの話と非常に関係していると

思います。それで、過去、昭和４０年の奥越豪雨というのが大き

なインパクトがあって、平成１６年の福井豪雨、最近は日野川の

ほうで中小河川があふれるということが起きていて、今後、どち

らかというと西のほうに雨が来ているという印象も持ちます。そ

の辺の降雨特性をどう見ていくのかということだと思います。そ

れで、九頭竜川については、大きなダムがあるわけで、これをど

う生かしていくのかということが極めて大事だということ。それ

から足羽川については、足羽川ダムをしっかり完成させるという

こと。それから日野川については、五大引堤ができたということ

なんですけども、今申し上げたような支川に起こるような中小河

川の雨については、要警戒ということではないかなと思います。 

それから、土砂管理の話は、先ほど天竜川もありましたけど、

九頭竜川ももともと非常に土砂が出る河川だったわけでして、真

名川と九頭竜ダムという非常に大きなダムが上流にあるので、私

の印象としては、九頭竜川は落ち着いていると思います。逆にち

ょっと落ち着き過ぎていて、アラレガコの問題がありましたが、

やはり川というのは、土砂が流れて環境が維持できているという

のは、これは九頭竜川に限らず、どこの河川も基本的な認識だと

思いますので、九頭竜川については、河川のこと、治水のことも

ちゃんと見極めながら、じゃあ、川をどう動かしていくのかとい
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うことをしっかり改めて考えていただくと、非常に環境と調和し

た形になるんじゃないかと思います。 

私からは以上でございます。 

【小池委員長】 非常に大事な視点、ありがとうございます。 

降雨特性と、土砂が流れて保全できるということですね。こう

いう領域に私たちは近づいているんだと思いますが、大変重要な

御指摘、ありがとうございます。 

ほかにいかがでしょうか。秋田委員。 

【秋田委員】 すみません、１点だけ追加させてください。 

８ページに土地利用の状況ということで、立地適正化計画など

について記載していただいています。ただし、これは地方の主要

な都市ではよく見られるタイプですが、市街地の全域が浸水想定

区域に入っていて、立地適正化計画で居住誘導区域をうまく設定

できないというか、浸水エリアを居住誘導区域から排除すること

ができないタイプのものです。したがって、立地適正化計画があ

るから良いとか、それと連携しているから流域治水が実現できる

というものではありません。この点について、もう少し言及いた

だければと思います。実際に歴史的な多くの町では中心エリアが

浸水エリアに重なっており、立地適正化計画の範囲内に浸水エリ

アが含まれてしまう自治体は少なくありません。近年は、立地適

正化計画と合わせて防災指針を策定する工夫なども行われてい

ますので、防災指針などの策定の有無や策定意向などについて付

記いただければと思います。 

以上です。 

【小池委員長】 ありがとうございます。立適でも浸水被害区域をどうしようも

ないということですね。それが日本の実情だと思いますので、そ

の部分、しっかり考えていきたいと思います。 

これはやっぱり、このような事例を重ねて、ある意味、リビン

グドキュメントにも反映していく課題かなと思います。理想はそ

うなんですけども、なかなかできないところに来ているというの

は、私たち、認識する必要があると思います。 

清水委員、どうぞ。 

【清水委員】 ５１ページで、九頭竜川は何を行うかと言ったら、急流河川で、

遊水貯留することが難しく、それでも洪水調節が必要ということ

で、既存ダムのダム再生を行うというスタンスです。ただ、その

ように見ると、５１ページの上の文章の丸２つ目の箇所で、操作

ルールへの変更に加え、ダム再生や新たな洪水調節施設の整備を

検討と言われると、新規ダムも考えざるを得ないという意味なの
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かなと思いました。５３ページを見てみると、より分かりやすく

て、３つの川でどんな対応が大切かということがきちんと説明さ

れています。その記述の中で、九頭竜川は、事前放流と既設ダム

の有効活用、ダム再生と新たな洪水調節施設の整備で、日野川は、

今あるダムを最大限活用とともに、下のところに書いてあるよう

に、足羽川ダムは貯留・遊水機能の確保と書かれています。以前

から申し上げていますが、貯留・遊水機能と洪水調節施設という

のを、どう使い分けるのか、その辺、流域治水の中で、人工的な

調節があれば自然的なものもあって、貯留・遊水という１つの言

葉を使ってきた中で、あえてここに新たな洪水調節施設「等」で

はなく、施設と言われると、そういうものしかないという立場で

基本方針を決めるというのも一つだと思うのですが、その辺の文

言をもう一度クリアにできたらと思います。「等」が入るという

意味合いなども含めて。後半の説明では、直轄以外のところでは、

九頭竜川本川でも、霞堤を有効に活用しながらと６０ページにあ

ります。九頭竜川本川で、こういう貯留・遊水機能の確保という

のを入れて考えるということも打ち出しているので、この辺の文

言が、施設だけでやるのか、そうではないのかというところを、

次回にお聞きできればと思います。 

以上です。 

【小池委員長】 分かりました。 

いろいろな手がある中で、これに絞るのか、絞るとしたらそう

いう書き方になるんだろうし、まだオプションとして持っておく

というスタンスで記述したほうがよいかという、そういう違いだ

と思いますので、そこはその違いが分かる書き方にしたいという

ことですね。大変重要なところだと思います。 

よろしいでしょうか。 

【中北委員】 今の話は、いろいろな流域でも大事ですね。 

【小池委員長】 もうずっと清水委員から御指摘があって、今までずっと考えて

きていますけども、この河川の場合は３つのタイプがあり、非常

に明確に分かりますので、その書き方をよく考えていきたいと思

います。 

ほかにいかがでしょうか。里深委員、お願いいたします。 

【里深委員】 ありがとうございます。里深でございます。 

先ほど来お話がありました九頭竜川のところで、奥越豪雨のと

ころが、私も何度か現場に行かせていただいたんですけども、い

わゆる複合土砂災害で、土石流や河道閉塞が起きて、本川の洪水

が上流に向かって流れて、家が流されるとかいうようなことまで
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が起きた地域でもあるんですね。そこに今まで以上の降雨が懸念

されるということになれば、そういった大規模な土砂移動という

のがこの流域ではかつて起きた実績まであるということで、特に

中山間地において、下流側に向かっては、先ほどお話ありました

ように、大規模なダム建設が進んでおりますから、下流に対して

はある程度の安全性が確保できるのかもしれませんが、ダムとダ

ムの間の部分にも集落等はございますので、そういうところでの

水害に対する安全確保の際に、大規模土砂移動という考え方もぜ

ひ盛り込んでいただければと思います。 

【小池委員長】 重要な御指摘、ありがとうございます。 

それから、髙村委員、お願いいたします。 

【髙村委員】 ありがとうございます。 

ちょっと私の印象だけで申し訳ないんですが、この前、視察に

連れていっていただいて、アラレガコの付近で、すばらしい河川

環境を維持しているなという印象を受けました。昭和１０年に指

定されて８０年以上、皆さんや国交省も大事にされてきたという

ことです。生物多様性条約で、３０by３０として、２０３０年ま

でに保護区を増やす目標がありますが、河川でもやはりそういう

地区というか、そういう場所を指定していただくような方向を少

しお考えいただければ、非常にありがたいなと思って、発言させ

ていただきました。 

【小池委員長】 分かりました。 

今の指定形態と生物多様性条約における指定形態のすり合わ

せみたいなことを考えるということでしょうか。 

【髙村委員】 生物多様性条約では、国として、生物多様性国家戦略が出てい

まして、その中で国交省ももちろん、多自然川づくりとか、いろ

いろなメニューや目標をかかげてくださっているんですが、新た

に、２０３０年までに、陸域の３０％を保護区にするということ

が目標としてあるんですが、陸域の中で、陸水ですとか、生息場

によって生き物は全部違うわけですね。今は陸として陸水は入っ

ているんですが、陸水域は陸水域としてやはり３０％程度の保護

区を設けるというのが望ましいと私自身は考えています。日本の

現状では、国立公園だけで大体、２０２０年目標であった１７％

はカバーできていたんですが、今回の目標では、足りないので、

ＯＥＣＭなど、いろいろなしくみを環境省が考案されているんで

すが、河川において保護区というのが今のところ設定されていな

いので、そういうことを河川管理を担っておられる国交省さんも

考えていっていただければ、ありがたいなと思っております。 
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【小池委員長】 分かりました。 

これは環境課も含めて、宿題としてぜひ御検討いただいて、次

回、見解を述べていただけるとありがたいです。よろしくお願い

いたします。 

私の不手際で、もう時間を過ぎておりますが、委員の皆さんに

おかれましては、今日は限られた説明時間で限られた時間内の御

指摘でありましたので、資料を御覧いただきまして何か気づかれ

たことがございましたら、事務局のほうにお伝えいただいて、御

検討をお願いしたいと思います。 

それでは、本会議はここまでとしたいと思います。各委員の皆

様には、熱心に御議論いただきまして、また、貴重な御意見いた

だきまして、ありがとうございます。 

本日の議事録については、内容を各委員に御確認いただいた

後、国土交通省ウェブサイトにおいて一般に公開することとしま

す。 

本日の議題は以上でございます。 

【事務局】 小池委員長、どうもありがとうございました。また、委員の皆

様におかれましては、長時間にわたる御議論、ありがとうござい

ました。 

それでは、閉会とさせていただきます。 

 


